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根拠法  独立行政法人防災科学技術研究所法（平成 11 年法律第 174 号） 

主務府省 文部科学省研究開発局地震・防災研究課防災科学技術推進室、大

臣官房政策課（評価委員会庶務） 

設立年月日 平成 13 年４月１日 

沿 革  昭 38.4 科学技術庁国立防災科学技術センター → 平 2.6 科学技術庁防災科学 

技術研究所 → 平 13.1 文部科学省防災科学技術研究所 → 平 13.4 独立行政 

法人防災科学技術研究所（特定独立行政法人） → 平 18.4 独立行政法人防災科 

学技術研究所（非特定独立行政法人） 

目 的 防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発等の業務を総合

的に行うことにより、防災科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。 

業務の範囲 １．防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行う

こと。２．前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進す

ること。３．研究所の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者

の共用に供すること。４．防災科学技術に関する内外の情報及び資料を収

集し、整理し、保管し、及び提供すること。５．防災科学技術に関する研

究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。６．防災科学

技術に関する研究開発を行う者の要請に応じ、職員を派遣してその者が行

う防災科学技術に関する研究開発に協力すること。７．前各号の業務に附

帯する業務を行うこと。 

財務及び予算の状況 

＜資本金＞ ５８,９０３百万円 

＜国有財産の無償使用＞ あり 



＜予算計画＞                                    （単位：百万円）  

 
区   別 

中期計画予算 
（平成 23～27 年度） 

平成 25 年度予算 

収
入 

運営費交付金 
施設整備費補助金 
自己収入 
受託事業収入等 
地球観測システム研究開発費補助金 

計 

38,169 
350 

2,000 
    5,529 

- 
46,048 

6,542 
221 
400 

1,106 
8,775 

17,044 
支
出 

一般管理費 
 (公租公課、特殊経費を除いた一般
管理費) 

うち､人件費 
 (特殊経費を除いた人件費) 

物件費(公租公課を含む) 
公租公課 

事業費 
 (特殊経費を除いた事業費) 

うち､人件費 
 (特殊経費を除いた人件費) 

物件費 
(特殊経費を除いた物件費) 

受託事業費 
施設整備費 
地球観測システム研究開発費補助金経費 

計 

3,028 
2,405 

 
2,233 
1,614 

791 
4 

37,141 
36,851 
7,267 
6,977 

29,874 
29,874 
5,529 

350 
- 

46,048 

517 
476 

 
360 
320 
155 

1 
6,426 
6,427 
1,382 
1,383 
5,044 

 
1,106 

221 
8,775 

17,044 

＜短期借入金の限度額＞ １，３００百万円 

組織の概要 

＜役 員＞ （理事長・定数１人・任期５年）岡田 義光 （理事・定数１人・

任期２年）石井 利和 （監事・定数２人・任期２年）佐藤 威 
（非常勤）吉屋 寿夫 

＜職員数＞ ２８８人 （常勤職員１９２人、非常勤職員９６人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜組織図＞ 
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中期目標 

Ⅰ．中期目標の期間 

防災科研の平成23年度から始まる第３期における中期目標の期間は、５年（平成23年４月～平成28

年３月）とする。 

 

Ⅱ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１．防災に関する課題達成型研究開発の推進 

我が国の安定的な成長と国民の生命の保護の実現に貢献するために達成すべき課題を明確にして

研究開発を進める。防災に関する総合的な研究機関である強みを活かした分野横断的な取組を進め、

その研究成果が行政機関や民間等で活用されるまでを目指す。第３期中期目標期間においては、防

災科研の特色を生かしつつ政策課題ごとにプロジェクトを再編し、「災害を予測」し「災害が発生

した際の被害を軽減する」ための研究開発を進め、その成果を活用して「災害に強い社会をつくる」

ことに貢献することを目指す。 

(１)災害を観測・予測する技術の研究開発 

① 自然災害の軽減に有効な情報を提供する技術を開発するため、地震や火山、集中豪雨などの

災害につながる自然現象をより高精度に観測する技術を開発する。 

② 火山噴火時における航空機の飛行安全性の定量的評価による噴煙災害の軽減に貢献するため、

噴煙観測技術の開発研究を行う。また、現在よりも小型で容易に火山の活動度やガスの分布を

面的に観測することができる技術を開発する。 

③ 地震や火山噴火を予測した上で、事前に住民が避難などを行うことを可能にするため、地震

や火山噴火の発生メカニズムの解明を進める。また、気候変動により増加すると思われる局地

的豪雨などを早期に予測する技術やそれによって発生する都市型災害や沿岸災害を予測するた

めの研究を行う。 

(２)被災時の被害を軽減する技術の研究開発 

① 建築物や構造物、都市全体について、その破壊過程・耐震性能・機能維持性能・被害状況を

シミュレートすることができる技術（数値震動台）を開発する。そのため、実大三次元震動破

壊実験施設（Ｅ－ディフェンス）を活用し、建築物・構造物等の震動実験を実施する。 

② 建築物や構造物・地中構造物に関する有効な設計手法及び地震時の室内の安全性を向上させ

る方策、人体を守るために最適な退避行動について研究を進める。 

③ 国内及び海外の耐震実験研究機関とのネットワークを有効活用しつつ、地震時における建築

物・構造物等の機能維持に有効な新技術等を開発する。 

(３)災害に強い社会づくりへの貢献 

① 社会還元加速プロジェクトに基づき、地震・火山災害、土砂・風水害及び雪氷災害など自然

災害リスクに関する情報を国民一人ひとりに届け、実際に防災対策に役立てられる災害リスク

情報プラットフォームを開発し、国や地方公共団体、民間企業へ技術移転する。その際、同じ

社会還元加速プロジェクトで進める他の災害情報システムとの連携を図る。 

② 特に地震災害に関しては、全国を対象とした地震ハザード・リスク評価手法の高度化及びそ

れら成果の地域への展開に取り組むとともに、ハザード・リスク評価の基盤となる地下構造に

関する情報や活断層に関する情報の整備を行う。また、各種情報を公開し、利活用を促進する

ためのシステム開発を実施する。津波災害に関しても、全国を対象とした津波ハザード評価手法

を開発する。 

③ 自然災害に関するハザード・リスクを評価する技術については、国際的な普及に向けて先導

することを目指し、国際機関や海外の研究機関と連携しつつ進める。 

④ 人口減少や少子高齢化などの社会構造の変化などを踏まえ、社会防災システムの構築のため

の研究を進める。 



(４)プロジェクト間の連携 

上記⑴、⑵、⑶の研究を進めるに当たっては、プロジェクト間の十分な連携を図る。 

 

２．防災に関する科学技術水準の向上とイノベーション創出に向けた基礎的研究成果の活用 

防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発等を総合的に行う防災科研が中心となり大学

などを含めた国を挙げての研究開発を推進することにより、我が国全体の防災に関する研究開発能

力の強化や基礎研究から応用への橋渡しに貢献する。 

(１)基盤的観測網・先端的実験施設の整備・共用 

① 地震調査研究推進本部の地震調査研究に関する総合基本施策及び調査観測計画を踏まえて、

基盤的地震観測網（高感度地震観測網、広帯域地震観測網、強震観測網等）等について安定的

な運用を継続するとともに、海底地震津波観測網の整備・運用を行い、良質な観測データの取

得・流通を図り、関係機関における研究、業務遂行や我が国の地震調査研究の進展に貢献する。 

② 重点的に観測すべき火山について観測施設を着実に整備・運用する。また、得られた観測デ

ータについては、全国の大学が運用する火山観測網のデータとの共有化を進める。 

③ 風水害、土砂災害等について、関係機関が持つ観測データとの共有化を進める。 

④ 地震や津波、火山の観測データについては、災害発生時に関係機関へ速やかに提供する。 

⑤ 我が国全体の防災に関する研究開発を推進するため、Ｅ－ディフェンスなどの先端的な研究

施設について、外部研究機関との共用を推進する。 

(２)人材育成 

防災分野の研究者を育成するため、これまでの博士課程修了者の採用に加え修士課程修了者を

受入れ、大学と連携しつつ人材の育成を行う。 

(３)基礎的研究成果の橋渡し 

防災に資する画期的な技術を開発するため、防災科研内での基礎的研究を進めるとともに、大

学等の基礎的な研究成果も調査し、応用につなげる研究開発を進める。なお、画期的な技術開発

課題の選定に当たっては、社会のニーズを反映した研究を進めるため、外部有識者をメンバーに

加える。 

 

３．防災に関する研究開発の国際的な展開 

我が国の防災に関する研究開発の中核機関として、大学等が行っている国内での研究及び海外と

の研究協力の情報を一元化し、一体的な協力を推進する。 

① 防災研究フォーラムなどの既存枠組みを活用しつつ我が国の国際協力の窓口となり、国内外

の防災に関する研究開発の情報を発信する拠点になることを目指す。 

   ② 災害ハザード・リスク評価手法など我が国の防災科学技術の国際的な標準化や海外展開を推

進する。その際、国際機関や海外の研究機関などと連携することにより、我が国の技術の国際

的な位置づけを高める。 

 

４．研究開発成果の社会への普及・広報活動の促進 

(１)研究成果の普及・活用促進 

① 社会還元加速プロジェクトに基づき、自然災害リスクに関する情報を国民一人ひとりに届け、

実際に防災対策に役立てられる災害リスク情報プラットフォームを開発し、国や地方公共団体、

民間企業へ技術移転する。 

② 災害を観測・予測する技術の研究開発、被災時の被害を軽減する技術の研究開発についても、

国や地方公共団体、民間企業など研究成果を活用することが想定される機関と協力しつつ研究

を進めるなど、研究成果が活用され普及するための取組を進める。 

(２)研究成果の国民への周知 

① 防災科研の活動に関する国民の理解を深めるため、テレビや新聞など多様なメディアを活用



して成果の周知に努める。 

②  地震・火山観測網やＥ－ディフェンス等によって得られたデータを活用した外部の成果を把

握し、これらの成果に我が国及び防災科研が貢献していることが周知されるよう施策を講じる。 

(３)知的財産戦略の策定 

研究によって得られた知的財産が広く活用されるようにするため、知的財産の取得や管理、活

用に係る戦略を策定する。 

 

５．防災行政への貢献 

(１)災害発生の際に必要な措置への対応 

① 災害対策基本法に基づく指定公共機関として、同法及び関係法令などに基づき自らが定めた

防災業務計画に基づき、災害の発生時等に必要な措置を講じる。 

② 必要に応じ、国内外の災害発生時には迅速に機動的な観測や政府調査団への職員の派遣等の

対応をとるとともに、災害調査を実施する。 

(２)国及び地方公共団体の活動への貢献 

① 国や地方公共団体の防災行政機関等における調査研究成果の普及と活用の促進を図る。また、

地震調査研究推進本部、地震防災対策強化地域判定会、地震予知連絡会、火山噴火予知連絡会

等へ調査研究の成果を提供する。 

② 国から求められた場合又は防災科研自らが必要と考えた場合、防災に関する科学技術政策に

ついて国の審議会等へ積極的に提案・発信する。 

 

Ⅲ．業務運営の効率化に関する事項 

１．業務運営の効率化 

(１)管理費、総人件費等の削減・見直し 

① 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）等を踏ま

え、管理部門の簡素化、効率的な運営体制の確保、アウトソーシングの活用等により、中期目

標期間の終了時において、収入増に見合う事業経費増等の特殊要因経費を除き、一般管理費に

ついては平成22年度に比べ15%以上、業務経費についても平成22年度に比べ５%以上の効率化を

図る。ただし、人件費については、次項に基づいた効率化を図る。 

② 給与水準については、国家公務員の給与水準を十分配慮し、手当を含め役職員給与の在り方

について検証したうえで、業務の特殊性を踏まえた適切な目標水準・目標期限を設定し、その

適正化に取り組むとともに、検証結果や取組状況を公表する。総人件費については、平成23年

度はこれまでの人件費改革の取組を引き続き着実に実施する。なお、平成24年度以降は「公務

員の給与改定に関する取扱いについて」（平成22年11月１日閣議決定）に基づき、今後進めら

れる独立行政法人制度の抜本的な見直しを踏まえ、厳しく見直す。また、各研究部・センター

の事務職員については、データ入力などの業務について非常勤化するなどにより、要員の合理

化に取り組む。 

(２)契約状況の点検・見直し 

「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議決定）に基づく

取組みを着実に実施することとし、契約の適正化、透明性の確保等を推進し、業務運営の効率化

を図る。 

 

２．研究活動の高度化のための取組 

① 国の政策や外部からの研究評価の結果等を踏まえ、研究組織の改廃や人員の配置転換等を機

動的に実施する。また、研究評価の充実に向け、評価者が研究内容を適切に把握できるように、

研究者との意見交換等の機会を拡大する。なお、研究評価の際には、研究成果が防災・減災対

策へ活用された場合の効果についても検討を行う。 



② 世界トップレベルの研究機関になることを目指し、理事長自らが戦略を策定し検証するＰＤ

ＣＡ（Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実施）、Ｃｈｅｃｋ（評価）、Ａｃｔ（処置））サイクルに

よる継続的な改善を行う。その際、国の政策との関係、他の機関との連携強化のための取組、

研究の成果が活用されるまでの道筋等を明らかにする。 

③ 研究課題・テーマの選定、研究計画の検討に当たって、海洋研究開発機構をはじめ、災害に

関する研究を実施する他の機関、大学等との事前調整、共同研究を含めた連携を強化する。ま

た、他の機関が実施している研究開発との重複の排除を図るため、外部有識者による評価を含

めた事前調整の仕組みを明確化させることなどにより、当該仕組みをより実効あるものとし、

役割分担を考慮した効果的・効率的な研究開発を推進する。 

④ 民間企業、大学及び公的研究機関の多様な人材を結集し、世界を先導する研究開発を推進す

る。 

⑤ 研究者が研究に集中できる環境を作るため、研究者の事務的負担を軽減する。 

 

３．国民からの信頼の確保・向上 

(１)コンプライアンスの推進 

① 法令遵守を更に徹底するとともに、役職員のコンプライアンスに関する意識向上のための活

動を通じ、防災科研の社会的信頼性の維持及び向上を図る。 

② 国民の信頼確保の観点から、情報の公開及び個人情報保護に適正に対応する。 

③ 「第２次情報セキュリティ基本計画」等の政府の方針を踏まえ、適切な情報セキュリティ対

策を推進する。 

(２)安全衛生及び職場環境への配慮 

事故及び災害の未然防止等の安全確保策を推進するとともに、職員の健康に配慮することによ

り、職員が安心して職務に専念できる職場環境づくりを進める。 

 

４．職員が能力を最大限発揮するための取組  

(１)研究環境の整備 

若手研究者への自立した研究環境の付与や海外の研究機関との人事交流を促進することなどに

より防災科研から独創的な研究成果が生まれる環境を整備する。 

(２)女性や外国人を含む優秀かつ多様な人材の確保 

① 人材の活用等に関する方針に基づき研究開発等の推進のための基盤の強化を図る。 

② 女性研究者の比率を高めるとともに、外国人研究者の受入れを進める。また、多様な専門分

野の人材を受入れる。 

(３)職員の能力、職責及び実績の適切な評価 

職員の評価について、研究活動のみならず、研究開発基盤の整備・運用への貢献や成果の活用

の促進、広報などのアウトリーチ活動への貢献も重視する。 

 

Ⅳ．財務内容の改善に関する事項 

１．運営費交付金及び外部資金の効果的な活用 

① 運営費交付金を充当して行う事業については、「Ⅲ．業務運営の効率化に関する事項」で定

めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、効率的に運営する。 

② 外部資金の受け入れを積極的に活用し、研究開発及びその成果の普及を進める。 

③ 資金だけでなく、民間企業等から人的・物的な資源も受入れることにより、研究開発後の成

果がスムーズに活用されることを促進する。 

 

２．自己収入の増加 

① 外部資金獲得額の増加を目指し、ニーズ把握・外部資金獲得事業の拡充・外部への積極的な



働きかけを行う。また、外部資金の獲得を通して研究成果の活用を進める。 

② 特にＥ-ディフェンスについては、スペースの効果的な活用により利用者層を拡大する。 

 

Ⅴ．その他業務運営に関する重要事項 

１．施設・設備に関する事項 

必要に応じて老朽化した施設を更新する。また、技術の進歩により必要性が相対的に低下したり、

所期の目的を達成した観測・実験施設については廃止を含めて検討する。 

 

２．支所の廃止等 

① 地震防災フロンティア研究センター（神戸）については、必要な研究成果をつくば本所に移

管することにより廃止する。なお、同センターの廃止に伴い、事務職員について所要の合理化

を行う。 

② 雪氷防災研究センター新庄支所を廃止する。ただし、降雪実験関連施設については、耐用年

数の範囲内で活用を図る。 



（単位：円）

資産の部

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 15,085,202,337

未成受託研究支出金 142,009,011

前払費用 9,380,598

未収金 71,872,973

流動資産合計 15,308,464,919

  

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

建物 22,814,823,090

減価償却累計額 8,668,075,912  

  減損損失累計額 13,583,168 14,133,164,010

構築物 18,373,665,447

減価償却累計額 14,910,068,533 3,463,596,914

機械及び装置 34,862,052,451

減価償却累計額 14,303,430,187 20,558,622,264

車両運搬具 397,845,788

減価償却累計額 360,188,393 37,657,395

工具器具備品 31,879,446,220

減価償却累計額 28,126,586,080 3,752,860,140

土地 17,819,367,600

建設仮勘定 9,459,506,318

有形固定資産合計 69,224,774,641

２ 無形固定資産

特許権 5,228,647

電話加入権 145,473,300

ソフトウェア 10,993,725

産業財産権仮勘定 6,951,532

無形固定資産合計 168,647,204

３ 投資その他の資産

長期前払費用 11,460,199

敷金 600,000

預託金 150,730

投資その他の資産合計 12,210,929

固定資産合計 69,405,632,774

資 産 合 計 84,714,097,693

貸 借 対 照 表

（平成２５年３月３１日）



（単位：円）

負債の部

Ⅰ 流動負債

運営費交付金債務 833,684,570

預り施設費 58,438,937

預り補助金 17,962,964

預り寄附金 18,587,064

未払金 14,182,643,691

前受金 148,756,033

預り金 19,967,524

短期リース債務 177,514,780

流動負債合計 15,457,555,563

Ⅱ 固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金 2,292,584,487

資産見返補助金 8,080,361

資産見返物品受贈額 2,831,991,039

資産見返寄附金 11,782,937

建設仮勘定見返運営費交付金 714,000

建設仮勘定見返施設費 105,815,573

建設仮勘定見返補助金 9,352,976,745 14,603,945,142

長期リース債務 127,039,972

固定負債合計 14,730,985,114

負 債 合 計 30,188,540,677

純資産の部

Ⅰ 資本金

政府出資金 58,902,884,888

資本金合計 58,902,884,888

Ⅱ 資本剰余金

資本剰余金 44,804,167,589

損益外減価償却累計額 △ 49,089,307,343

損益外減損損失累計額 △ 146,180,156

資本剰余金合計 △ 4,431,319,910

Ⅲ 利益剰余金

積立金 8,335,597

前中期目標期間繰越積立金 12,783,825

当期未処分利益 32,872,616

（うち当期総利益） （ 32,872,616 ）

利益剰余金合計 53,992,038

純資産合計 54,525,557,016

負 債 純 資 産 合 計 84,714,097,693



経常費用

研究業務費

人件費 1,381,549,364

業務委託費 3,539,072,610

通信費 689,047,348

減価償却費 1,521,944,000

その他経費 1,583,931,032

固定資産除却損 8,236,661 8,723,781,015

一般管理費

人件費 354,039,033

業務委託費 155,971,448

通信費 1,073,887

租税公課 59,441,500

減価償却費 29,183,285

その他経費 109,588,871

固定資産除却損 60,415 709,358,439

財務費用

支払利息 12,553,331 12,553,331

雑損 2,331,843

経常費用合計 9,448,024,628

経常収益

運営費交付金収益 6,584,258,876

政府受託収入 507,265,498

その他受託収入 168,868,031

施設費収益 773,228,566

補助金収益 211,765,687

寄附金収益 29,004,538

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金戻入 601,651,890

資産見返補助金戻入 725,792

資産見返物品受贈額戻入 427,289,644

資産見返寄附金戻入 5,128,497 1,034,795,823

財産賃貸収入 148,632,011

財務収益

受取利息 12,492 12,492

雑益 16,710,257

経常収益合計 9,474,541,779

経常利益 26,517,151

当期純利益 26,517,151

前中期目標期間繰越積立金取崩額 6,355,465 6,355,465

当期総利益 32,872,616

損 益 計 算 書
（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

（単位：円）



 




